
やるべき教育と会社が

やっていることが乖離し

ている。落とし物拾得に

関わる教育をすれば良

い話。 

時間が経過すればする

ほど、復帰前の仕事も

忘れていく。本人の負担

も増えていく。 

復帰までの道や、どうす

れば復職できるのかとい

う基準も示されないの

は問題ではないのか。 
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ＪＲ東労組 
大船支部 

昨年９月２４日に発生した横浜駅での「線路内落とし物確認中に汽笛吹鳴

を受けた事象」について、会社はコミュニケーション不足を理由に当時輸送

指令への連絡を担当していた組合員Ａさんを横浜駅での輸送の担務から

外し、以降逗子駅の日勤のみを命じました。事象から８ヵ月経過した現在で

も日勤が続いている異常事態となっています。 

（詳細は大船支部情報 No.34 をご覧ください） 

８ヵ月間の日勤で行われたこと 

遺失業務 ポスターの回収 車イススロープ板取替え 

各駅から出るごみの量の確認          など  

（日勤業務で） 


